
　令和７年７月17日（木曜日）　午後２時から午後３時まで

　横浜市役所　18階会議室　さくら14

　藤倉委員長、三井委員、齋藤委員、保宮委員、河村委員、髙杉委員

　平川委員

　公開（傍聴者０人）

 

藤倉委員長 整理番号　15272を廃物と判定することと決定いたしました。

各委員 （異議なし）

藤倉委員長 整理番号　15272につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

齋藤委員 所有者が同一なのですか。

事務局 はい。整理番号15272と同一の所有者です。

第290回　横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会会議録

日       時

開催場所

【　放置自動車　】

出席委員

開催形態

欠席委員

決定事項

議       事

議案に基づき、放置自動車３件について事務局が説明を行い、委員長が各委員からの質問を求
めた。

議      案
　１　　「第289回横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会会議録（案）」の確認について

　２　　放置自動車３件を廃物とした。

　１　　「第289回横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会会議録（案）」を確認した。

　２　放置自動車の廃物判定について

　２　　放置自動車の廃物判定について

議案に基づき、事務局が作成した第289回会議録（案）について、委員長が各委員に確認を求
め、各委員からの確認を得た。

　１　「第289回横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会会議録（案）」の確認について

河村委員 一人ですべてのタイヤをはずして置いていったのでしょうか。そうだとすると捨てる意
思があったと考えられますね。

事務局 その可能性はあります。

藤倉委員長 第三者がタイヤを持って行った可能性はありますか。

髙杉委員 写真だと後部座席にツタが入ってきているように見えますが、どこか窓が割れているの
ですか。

事務局 窓は割れていません。トランクかドアを開けた際にツタが隙間に入ったのだと思われま
す。

藤倉委員長

（整理番号15272）

三井委員 車内に取り外されたナンバープレートがありますが、この車両のものですか。

事務局 いいえ、この車両のものではありません。

藤倉委員長 所有者は市内の方ですか。

事務局 はい。住民票上は市内在住です。

藤倉委員長 整理番号　15273を廃物と判定することと決定いたしました。

藤倉委員長 整理番号　15273につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

保宮委員 廃車の手続きをしていますか。所有者あての税金はどうなっているのでしょうか。

先ほどの車もそうですが、中古で売れないのですか。

事務局 取り寄せた書類からは廃車の手続きは確認できませんでした。自動車税の詳細は分かり
かねますが、車検が切れているので課税が保留されているかもしれません。

髙杉委員 整理番号15272の車内にあったナンバープレートがこの車のものでもないということ
は、まだ別の車がどこかに放置されているかもしれませんね。

河村委員 適正に廃車等の手続きを行っていない人は新たに車を所有できないなど、きちんとした
制度が必要だと思います。

三井委員

藤倉委員長

タイヤは売れるのですか。

三井委員 使える状態であれば中古で売れます。

藤倉委員長 そうすると、売却益目当てに第三者がタイヤを持っていった可能性もありますね。

（整理番号15273）

各委員 （異議なし）

事務局 ２台とも年式が古く車検が切れていることから、意図的に放置した可能性が高いと思い
ます。

放置された時点で損傷が少なければ中古車として売ることは可能だった思います。た
だ、どちらの車も年式が古そうなので、高額での取引は難しいかもしれません。

河村委員 中古車として値がつかず、廃車に係る費用が高かったので放置したのかもしれません
ね。



資   料

特記事項

　１　　資料

（２）　放置自動車及び沈船等関連資料

（１）　「第289回横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会会議録（案）」

　　　 廃物判定委員会諮問一覧表

開催する予定である旨が伝えられた。

次回は、令和７年９月18日（木曜日）午後２時から、横浜市役所18階会議室　さくら14にて

　２　　連絡事項

（整理番号15274）

藤倉委員長 整理番号　15274につきましては、廃物と判定することにご異議ございませんか。

各委員 （異議なし）

藤倉委員長 整理番号　15274を廃物と判定することと決定いたしました。

事務局 はい。そのとおりです。

藤倉委員長 発見から諮問まである程度期間が経過しているのですが、何か事情がありますか。

事務局 当初は所有者あての警告書が届いていたのですが、最近になって届かなくなり、所有者
が亡くなっていることが判明しました。

河村委員 すべての相続を放棄しているのですか。

事務局 すべて放棄しています。

河村委員 違法に放置している人に代わって税金で対応しなければいけないことは悔しいという
か、何とも言えない気持ちになりますね。

髙杉委員 仮に相続放棄をしていない場合、相続人に対して撤去を要請していくのですか。

河村委員 相続を放棄しているというのことなので、どうにもならないということですね。

藤倉委員長 どのように確認したのですか。

事務局 所有者の戸籍を調査し、相続人に対して確認を行ったところ、相続放棄していることが
判明しました。
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